
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  納税猶予制度の活用                    

Ｑ：税金を納めるお金がありませんが、何

か良い方法はありませんか？                                

                                              

Ａ：納税猶予制度というものがあります。 

【解説】 

国税を一時に納付できないときは、納税猶

予制度を利用すると１年以内の期間に限り、

納税の猶予が認められる場合があります。納

税猶予を受ける場合の要件は、次のとおりで

す。 

 ①次のＡからＦのいずれかに該当する事実が

あること 

Ａ.納税者がその財産につき、震災、風水害、

落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難

に遭ったこと 

Ｂ.納税者又はその者と生計を一にする親族

が病気にかかり、又は負傷したこと 

Ｃ.納税者がその事業を廃止し、又は休止した

こと 

Ｄ.納税者がその事業につき著しい損失を受

けたこと 

Ｅ.納税者に上記ＡからＤに類する事実があ

ったこと 

Ｆ.本来の期限から１年以上経過した後に、修

正申告などにより納付すべき税額が確定

したこと 

②猶予該当事実に基づき、納税者がその納付

すべき国税を一時に納付することができな

いと認められること 

③申請書が提出されていること(上記「①Ｆ」

の場合は納期限までに提出) 

④原則として、担保の提供があること 
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